
亀山市待機児童館条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年３月２９日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市条例第１０号 

 

亀山市待機児童館条例等の一部を改正する条例 

 

（亀山市待機児童館条例の一部改正） 

第１条 亀山市待機児童館条例（平成２３年亀山市条例第２４号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（対象児童） 

第４条 児童館に入所することができる

児童は、入所しようとする日の属する

年度の前年度の３月３１日において３

歳に達していない児童のうち、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

（対象児童） 

第４条 児童館に入所することができる

児童は、入所しようとする日の属する

年度の前年度の３月３１日において３

歳に達していない児童のうち、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

（１）子ども・子育て支援法第１９条第

２号の内閣府令で定める事由に該当

する児童 

（１）子ども・子育て支援法第１９条第

１項第２号の内閣府令で定める事由

に該当する児童 

［（２） 略］ ［（２） 略］ 

［２ 略］ ［２ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

（亀山市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第２条 亀山市子ども・子育て会議条例（平成２５年亀山市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲



げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４ 

年法律第６５号。以下「法」という。）

第７２条第１項の規定に基づき、亀山 

市子ども・子育て会議（以下「子ども・

子育て会議」という。）を置く。 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４ 

年法律第６５号。以下「法」という。）

第７７条第１項の規定に基づき、亀山 

市子ども・子育て会議（以下「子ども・

子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７２

条第１項各号に掲げる事務を処理する

とともに、市長の諮問に応じ、市が実

施する子ども・子育て支援（法第７条

第１項に規定する子ども・子育て支援

をいう。以下同じ。）に関する施策に

ついて調査審議する。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７

条第１項各号に掲げる事務を処理する

とともに、市長の諮問に応じ、市が実

施する子ども・子育て支援（法第７条

第１項に規定する子ども・子育て支援

をいう。以下同じ。）に関する施策に

ついて調査審議する。 

（亀山市認定こども園条例の一部改正） 

第３条 亀山市認定こども園条例（平成２７年亀山市条例第３０号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（利用者負担額の徴収） 

第５条 ［略］ 

（利用者負担額の徴収） 

第５条 ［略］ 

［２ 略］ ［２ 略］ 

３ 月の中途で入園し、又は退園した場

合においては、次の各号に定める区分

に応じ、当該各号に掲げる額を徴収す

３ 月の中途で入園し、又は退園した場

合においては、次の各号に定める区分

に応じ、当該各号に掲げる額を徴収す



る。 る。 

（１）法第１９条第１号に該当するもの 

当月の利用者負担額に在園中におけ

る当月の開園日数（当該日数が２０ 

日を超える場合にあっては、２０日）

を乗じた額を２０日で除した額 

（１）法第１９条第１項第１号に該当す

るもの 当月の利用者負担額に在園

中における当月の開園日数（当該日 

数が２０日を超える場合にあっては、

２０日）を乗じた額を２０日で除し

た額 

（２）法第１９条第２号及び第３号に該

当するもの 当月の利用者負担額に

在園中における当月の開園日数（当

該日数が２５日を超える場合にあっ

ては、２５日）を乗じた額を２５日

で除した額 

（２）法第１９条第１項第２号及び第３

号に該当するもの 当月の利用者負

担額に在園中における当月の開園日

数（当該日数が２５日を超える場合

にあっては、２５日）を乗じた額を

２５日で除した額 

［４ 略］ ［４ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


